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財
政
事
と
経
済
政
策
論
主
の
交
漉

主王

O 

財
政
率
三
経
済
政
策
論
之
の
交
流

一
つ
の
財
政
思
想
史
と
し
て

島

ZE 

E苦

序

論

英
図
は
古
典
準
涙
以
来
経
済
事
か
ら
切
離
さ
れ
た
特
殊
左
財
政
墜
左
云
ふ
事
問
を
持
た
左
か
っ
た
。

と
a
A

で
は
財
政
改
革
論
は
経

済
政
策
論
以
外
の
何
も
の
で
も
友
か
っ
た
し
、
こ
の
経
済
政
策
論
は
ま
た
少
〈
と
も
十
九
世
紀
の
半
ば
ま
で
は
世
界
史
的
意
義
を
持

っ
た
経
済
理
論
に
基
礎
を
置
い
て
ゐ
た
。
従
っ
て
英
闘
の
古
典
皐
派
は
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
宇
ば
に
至
る
イ
ギ
り
ス
の
自
由
貿

易
論
を
背
景
と
す
る
財
政
改
革
に
少
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
た
が
、
営
時
の
所
得
税
の
採
用
と
云
ふ
様
友
具
鵠
的
友
問
題
に
つ
い
て

は
少
し
も
ヒ
ン
ト
を
奥
へ
-
な
か
っ
た
。
然
る
に
上
か
ら
の
経
済
政
策
に
よ
っ
て
急
速
に
資
本
主
義
国
の
健
制
を
整
へ
ね
ば
な
ら
友
か

っ
た

F
イ
ツ
で
は
事
情
は
異
っ
て
ゐ
る
。
と
L
で
は
経
済
政
策
論
は
直
に
園
家
の
管
践
に
針
し
て
具
樫
的
た
虚
方
を
輿
へ
る
必
要
が

あ
っ
た
。
従
づ
て
粧
梢
政
策
論
は
経
済
理
論
と
は
別
に
農
、
工
、
商
、
植
民
、
財
政
等
の
特
殊
の
分
野
に
分
れ
て
特
別
に
研
笈
さ
れ

た
の
で
る
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
特
殊
部
門
は
各
と
祖
倒
立
し
て
、
生
産
、
交
通
、
財
政
制
度
の
技
術
的
考
察
を
中
心
と
し
て
ゐ
た
の

で
、
古
典
沃
の
様
に
直
接
に
普
遍
的
友
経
済
政
策
論
に
結
び
付
く
よ
り
も
、
む
し
ろ
古
典
派
経
済
阜
の
常
識
的
批
判
に
基
く
政
治
上

持. .g 



の
使
宜
論
に
採
っ
て
ゐ
る
様
に
見
え
か
。
殊
に
経
済
政
策
論
の
中
で
も
行
政
事
的
性
質
を
多
分
に
有
ち
、

そ
れ
放
に
他
の
図
民
経
済

政
策
論
と
離
れ
て
特
別
待
過
を
う
け
た
財
政
事
に
は
さ
う
い
っ
た
傾
向
が
濃
厚
で
あ
っ
た
。

併
し
財
政
撃
が
一
専
ら
純
粋
左
技
術
論
に
集
中
す
る
事
が
出
来
る
の
は
、
も
と
よ
り
そ
の
封
象
で
あ
る
財
政
制
度
従
っ
て
又
立
憲
的

た
租
税
園
家
が
安
定
し
て
ゐ
る
時
代
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
動
揺
し
始
め
る
と
、
財
政
事
者
は
翠
な
る
技
術
家
と
し
て
止
ま
る
事
は
出

来
Ar
、
彼
等
も
亦
何
等
か
の
「
世
界
観
」
を
も
っ
事
を
徐
儀
た
く
さ
れ
る
や
う
で
あ
る
。
例
へ
ば
以
前
は
技
術
的
傾
向
の
強
か
っ
た

ド
イ
ツ
の
「
7

ィ
ナ
ン
ッ
、
ア
ル
ヒ
7
」
が
近
頃
次
第
に
政
治
的
傾
向
を
訟
ぴ
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
そ
の
一
例
で
は
あ
る
ま
い
か
。

キ

ヤ

ノ

凡

E

〉
、
コ
一
一
さ
官
砕
己
記
ト
九
、

5

町
二
ム
口
ミ
コ
ピ
甘
且
F
F
F
L

ホ
工
、
。

正レ
?
L
J
i
l

，、
u
v
J

ヅ
t
'
E
一
一
一
」
門

M
A
t
h
-
M
2

ト
u
r
h
メ
z

z

J

J

f

t

τ

R

l

-

4

/

L

市
て
た
諸
い
間
通
財
政
問
中
の
傍
統
が
支
配

7/?っ
そ
十
九
品
川
日
C
も

j
w
X
A
b
 

0
年
代
に
な
っ
て
労
働
運
動
が
激
化
し
た
頃
の
財
政
皐
者
は
大
て
い
岳
民
本
主
義
社
舎
の
動
向
に
つ
い
て
何
か
の
見
と
ほ
し
を
つ
け
や

う
と
し
た
。
自
ら
「
国
家
枇
合
主
義
者
」
で
る
ら
う
と
し
た
か
の
ア
ド
ル
フ
・
ワ
グ
ナ

1
、
一
位
舎
全
健
を
洞
察
し
得
る
様
友
枇
曾
閣
申

(
祉
含
有
機
控
設
)
を
確
立
し
ゃ
う
と
し
た
ア
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ェ
フ
レ
、
と
の
人
達
の
財
政
撃
を
彼
等
の
思
想
全
憶
か
ら
切
離
し
て
考
察
す

る
事
は
到
底
出
来
た
い
話
で
あ
る
。
か
う
考
へ
て
見
る
と
財
政
制
度
に
閲
す
る
考
察
を
中
心
と
し
て
一
腰
封
鎖
的
な
償
系
を
持
つ
様

に
見
え
る
濁
泡
財
政
皐
で
も
、
何
か
の
遠
鏡
に
よ
っ
て
古
典
皐
沃
以
来
の
思
想
の
流
れ
に
っ
た
が
っ
て
ゐ
る
。

と
の
意
味
で
財
政
摩

は
、
そ
れ
が
形
式
友
シ
ス
テ
ム
を
持
つ
濁
逸
財
政
事
で
あ
ら
う
と
、
も
っ
と
ル

l
ズ
友
英
国
風
の
財
政
論
で
あ
ら
う
と
、
経
済
政
策

論
の
基
本
問
題
と
淡
交
渉
で
は
な
か
っ
た
。

私
は
本
稿
で
占
な
る
べ
く
財
政
撃
の
形
式
的
危
韓
系
に
と
ら
は
れ
る
事
友
く
、
庚
〈
市
民
的
経
済
撃
の
本
流
に
則
し
て
財
政
に
闘
す

る
諸
理
論
を
考
察
し
た
い
と
忠
ふ
。
か
ゃ
う
た
賢
義
の
財
政
理
論
に
は
富
や
生
産
に
針
す
る
何
等
か
の
概
念
、
生
産
聞
係
、
階
級
閲

財
政
畢
正
経
済
政
策
論
と
の
交
読

五

ーヒ

宇野弘殻着、経済政策論、上巻、十云頁o
Tesch.mach.er， D~s Finanzarch.iv und die Fin"nzwirtsch，仕 undFinanzwissenschaft 
der Zeit. (Finanz:'l.rchiv N.F. Bd. 1.) 
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財
政
事
と
経
済
政
策
論
と
の
交
流

互王

係
に
謝
す
る
批
判
的
乃
至
安
協
的
態
度
が
明
か
に
反
映
し
て
ゐ
る
。
も
と
よ
り
紙
面
の
都
合
上
、
個
K

の
理
論
に
つ
い
て
充
分
「
内

在
的
」
左
考
察
を
加
へ
る
事
は
出
来
泣
い
。
た
E

と
の
小
稿
が
財
政
皐
の
陥
っ
て
ゐ
る
形
式
論
的
た
孤
立
主
義
を
破
り
、
財
政
迎
論

の
重
心
を
い
さ
』
か
で
も
経
済
皐
の
基
本
問
題
に
近
づ
け
る
事
が
出
来
れ
ば
幸
ひ
で
あ
る
。

一--
資
本
主
義
の
上
向
期
に
於
け
る
財
政
耽
革
論

上
向
期
の
資
本
主
義
は
重
商
主
義
、
重
農
主
義
、
英
国
古
典
墜
波
の
三
つ
の
経
済
墜
を
生
ん
に
。
と
れ
ら
の
経
済
撃
は
何
れ
も
固

民
の
守
田
を
殖
や
し
、
叉
同
時
に
図
家
の
牧
入
を
も
増
大
す
る
方
法
の
事
問
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
重
商
主
義
は
絶
封
王
制
の
財
政
上
の

手
段
に
よ
っ
て
資
本
蓄
積
を
助
長
し
、
と
の
上
に
財
政
の
支
柱
を
置
か
う
と
し
た
。
併
し
と
の
反
面
に
重
商
主
義
は
封
建
的
友
賦
役

や
貢
納
に
よ
っ
て
農
村
を
墜
迫
し
、
流
通
過
程
に
課
す
る
雑
多
の
租
殺
に
よ
っ
て
著
し
く
経
済
活
動
の
自
由
を
阻
害
し
て
ゐ
た
の
で

る
る
。
こ
の
揚
合
、
財
政
上
の
改
革
は
重
商
主
義
そ
の
も
の
L
排
斥
で
る
り
、
そ
れ
故
に
叉
経
済
問
学
の
基
礎
的
左
問
題
を
解
決
す
る

事
で
も
る
る
だ
ら
う
。
重
商
主
義
批
判
は
周
知
の
様
に
フ
ラ
ン
ス
重
農
皐
派
と
イ
ギ
リ
ス
古
典
墜
派
に
よ
っ
て
起
さ
れ
た
が
、
い
ま

雨
涙
の
唱
へ
る
財
政
改
革
論
の
特
殊
性
を
一
際
無
腕
し
て
、
極
め
て
一
般
的
た
特
色
を
辿
ぺ
ゃ
う
。

さ
う
す
れ
ば
先
や
第
一
に
、
保

護
闘
税
、
公
債
共
他
様
h

の
財
政
上
の
手
段
に
よ
っ
て
流
通
過
程
を
通
ヒ
て
形
成
さ
れ
た
富

l
貿
易
上
の
バ
ラ
ン
ス
、
猪
占
利
潤
、

利
附
資
本
、
金
銀
の
蓄
積
、
種
々
な
る
派
生
的
牧
入
従
っ
て
又
園
家
収
入
!
の
現
象
形
態
を
剥

F
取
り
そ
の
仮
象
的
た
性
質
を
指
摘

個
々
の
外
見
上
の
富
を
異
質
の
富
の
源
泉
(
土
地
、
勢
働
)
に
還
元
し
ゃ
う
と
す
色
。
と
の
際
和
税
制
押
嫁
論
が
重
要
左
役
割

し
て
、

を
つ
と
め
て
ゐ
る
。
第
二
に
重
商
主
義
的
財
務
行
政
制
度
、
及
び
と
の
財
政
を
支
持
し
て
ゐ
る
階
扱
(
高
利
貸
資
本
、
官
業
資
本
、
寧
入
、

マルクス、剰儀{買値事読史、第三巻(改定位、マル且ン金集十一)五大一貫以下、3) 



官
吏
、
借
侶
等
)
を
富
の
浪
費
者
で
あ
り
、
生
産
力
の
極
棺
で
あ
る
と
考
へ
る
。
そ
し
て
図
家
の
一
行
政
、
財
政
制
度
の
自
由
宅
義
的
な

改
革
に
よ
っ
で
生
産
の
自
然
的
均
衡
を
同
復
し
、
生
産
力
と
同
時
に
財
政
牧
入
を
増
大
さ
せ
ゃ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

、a
ノ
¥
亡
斤
a
回
円

、刀〈『、

F=一--n

「
産
業
資
本
の
イ
ヂ
オ
ロ
ー
グ
」
の
財
政
改
革
論
は
そ
の
ま
」
彼
等
の
経
済
単
に
ま
で
通
じ
、
図
家
批
判
に
ま
で
展
開
す
る
。
私
は
こ

の
賓
例
を
ヶ
、
不
l
と
ス
ミ
ス
に
つ
い
て
簡
軍
に
考
察
し
ゃ
う
。

「
抽
辰
夫
貧
し
け
れ
ば
閲
貧
し
ニ
ガ
E
2
2
官
3
3
5
w

同

V
2
2
3
3
3
ロ
宮
市
)
と
云
ふ
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
示
し
て
ゐ
る
様
に
、

ケ
ネ

1
は
一

闘
の
官
及
び
闘
交
収
入
の
源
泉
主
資
本
家
的
友
経
管
方
法
を
通
じ
て
産
出
さ
れ
る
土
地
の
純
生
産
物
に
求
め
る
o
「
政
府
の
眼
は
貨
幣

に
注
げ
か
る
べ
き
ぜ
な
く
、
も
っ
と
妻
く
に
ま
ご
h

向
上
ぺ
J

‘
枚
入
を
凶
判
官
加
す
る
馬
に
土
地
乃
生
奇
物
の
聞
育
一
宮
と
資
上
憤
値
に
一
沼
目
す
べ

き
で
あ
司
向
。
」
然
る
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
農
村
物
の
質
問
只
や
農
業
生
産
手
段
、
出
家
畜
、
の
取
引
の
上
に
租
税
が
二
重
に
も
三
重
に
も
課
せ

ら
れ
て
、
ど
ん
友
に
農
業
の
生
産
カ
を
抑
座
し
て
ゐ
た
事
か
。
「
乙
の
図
の
租
税
は
殆
ん
ど
み
友
気
優
に
小
作
人
、
職
人
及
び
商
品
へ

課
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。

か
く
て
そ
れ
は
直
接
、
間
接
に
耕
作
の
支
出
の
前
燐
に
課
せ
ら
れ
た
が
、

-zi---
土
地
の
生
産
物
は
近
頃
、
図

民
に
十
分
の
一
税
及
び
そ
の
他
、
数
舎
牧
入
を
こ
め
て
約
四
億
の
純
牧
入
し
か
も
た
ら
さ
友
か
っ
た
。
大
き
在
優
秀
な
土
地
而
も
多

数
の
勤
勉
た
人
民
に
し
て
こ
の
み
す
ぼ
ら
し
き
生
産
物
!
」
か
く
て
純
生
産
物
の
増
加
企
云
ふ
見
地
か
ら
ケ
ネ
l
の
財
政
改
革
論
は

出
変
ず
る
。
先
づ
農
遅
物
の
耕
作
及
び
輪
出
の
自
由
の
た
め
、
徴
税
費
の
節
約
の
た
め
、
流
通
上
に
課
す
る
一
切
の
租
税
を
廃
止
し

て
、
直
接
土
地
の
純
生
産
物
に
軍
一
税
を
賦
課
し
友
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
ま
た
一
図
の
主
権
者
は
都
市
の
工
業
に
到
す
る
「
不
生
産

的
支
出
」
の
潟
に
農
業
に
封
す
る
寸
生
産
的
支
出
」
を
憎
ん
で
は
た
ら
な
い
。
ま
た
耕
作
に
必
要
た
資
本
を
農
業
か
ら
奪
ひ
去
る
「
不

生
産
的
金
銭
財
産
ー
一

や
「
王
を
も
祖
圏
を
も
知
ら
ざ
る
一
貨
幣
資
本
の
蓄
積
を
助
長
す
る
傾
き
の

ゲ
ユ
ロ

z
g

同

)ZEE-ι
『
印

ω

閉門会
2
0
ω
)

財
政
且
午
と
紹
持
政
策
論
と
の
交
流

二
五
三

ケネー、農業閣の経済的統治、原則第十ゾJ話解(岩波文庫、骨井、戸国語〉
ケ事ー、原則第六の註

4) 
5) 



財
政
畢
と
極
務
政
策
論
と
の
交
涜

二
五
四

あ
る
公
債
を
超
と
し
て
は
な
ら
た

wo
最
後
に
絶
樹
王
制
が
養
成
し
た
彪
大
友
軍
隊
と
生
産
力
の
不
均
衡
を
是
正
し
友
け
れ
ば
な
ら

友
い
。
「
宮
ζ

そ
武
動
を
支
持
す
ム
o
」
一
因
の
官
砲
の
指
標
は
撃
た
る
人
口
数
で
は
な
〈
純
生
産
物
の
量
で
る
る
。

か
や
う
に
ケ
ネ
I
の
理
論
は
良
質
の
宮
、
純
生
産
物
へ
の
強
い
愛
着
を
以
て
貫
か
れ
て
ゐ
る
。
併
し
純
生
産
物
の
思
想
の
上
陀
組

み
立
て
ら
れ
た
彼
の
財
政
改
革
論
は
蛍
時
の
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
者
の
獄
左
革
命
的
た
園
家
批
判
を
含
ん
で
は
ゐ
な
い
。
伎
は
た

r
所

1
1
E
f
-
-自己一
q

引
而
『
J

ム選出
H
m
2
J
t巾
L

(仏

g
h
v
D
丘
町

E
O
広
明
白
豆

の
限
外
内
で
閥
家
財
政
の
来
住
を
対
定
的
努
力
か
ら
操
業
プ
片
ジ
口
二

tvlκ
移
動

さ
せ
や
ろ
よ
」
し
た
の
で
あ
る
。

ケ
ネ
I
の
「
経
済
表
L

で
は
君
主
は
十
分
の
一
税
の
収
得
者
や
地
主
の
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
ら
れ
、

の
汚
名
を
つ
け
ら
れ
て
ゐ
泣
い
。
ケ
ネ
I
の
理
論
か
ら
封
建
的
色
彩
が
除
か
れ
て
重
商
主
義
国
家

ミ
ス
の
糠
に
「
不
生
産
的
階
級
」

に
針
す
る
荷
滋
友
批
判
が
展
開
さ
れ
た
の
は
、
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
較
べ
で
は
る
か
に
産
業
資
本
の
カ
の
優
勢
友
イ
ギ
F
ス
で

あ
っ
た
。

ス
ミ
ス
は
経
済
撃
の
任
務
を
規
定
し
て
諸
国
民
の
富
を
櫓
迭
さ
せ
、
同
時
に
「
園
家
の
職
務
を
行
ふ
に
充
分
た
牧
入
を
供
す
る
」

事
で
あ
る
と
言
ふ
。
周
知
の
様
に
ス
ミ
ス
の
所
謂
園
民
の
富
は
貨
幣
の
量
や
償
格
の
高
さ
で
は
た
く
廉
債
に
し
て
豊
富
友
生
産
物
で

あ
る
。
そ
し
て
と
の
生
産
物
を
供
給
す
る
源
泉
は
各
図
民
の
年
々
の
拙
労
働
で
あ
り
、
弊
働
の
生
産
力
を
増
進
す
る
保
件
は
、

一、
ユ

フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
I

の
分
業
、
機
械
の
褒
明
、
庚
い
自
由
友
市
揚
等
々
で
あ
る
。

併
し
十
八
世
紀
英
閣
の
市
民
、

ス
ミ
ス
に
と
っ
て
園

民
生
産
力
の
増
進
と
資
本
を
蓄
積
す
る
市
民
階
綾
と
は
切
り
離
し
得
た
い
観
念
で
あ
っ
た
。

ζ

の
階
級
の
「
倹
約
と
細
心
」
(
町
口
出
血
z
q

mH】

ι
向。。白

8
2品
目
門
戸
)
と
そ
「
政
府
の
浪
費
る
る
に
拘
ら
や
、
行
政
上
の
最
大
の
過
失
あ
る
に
拘
ら
守
、
改
善
へ
の
事
物
の
自
然
的

進
歩
を
充
分
維
持
す
る
」
力
で
あ
る
。
従
っ
て
ス
ミ
ス
は
と
の
勤
勉
に
し
て
節
約
す
る
「
生
産
的
階
級
」
を
代
表
し
て
、

一
闘
の
官 コミ

Oncken， Geschichte der Nationalokonomie. S. 382・
ケネー、原則第二十六の柱
ローゼシベルグ、経祷畢史、第一巻、一九三買以下。
Smith， We:uth ~(.Nai:io田・ edit. Cannan Vol. 1 p. 395・

Smith， ibid. p. 325 

6) 
7) 
8) 
9) 

10) 



を
治
資
ず
忍
「
不
生
産
的
帰
級
」
若
主
、
官
真
、
軍
人
、
信
侶
年
)
及
び
と
れ
と
財
政
機
構
を
通
じ
て
結
託
し
て
ゐ
る
園
内
、

植
民
地

の
濁
占
資
本
・
貿
易
業
者
・
図
家
債
権
者
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
は
闘
家
と
特
構
階
級
の
結
托
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
政
治
、

郎
ち
重
商
主
義
の
人
銭
的
に
作
り
出
し
た
貿
易
上
の
バ
ラ
ン
ス
や
濁
占
業
者
の
利
潤
や
貨
幣
資
本
の
蓄
積
等
は
架
空
の
富
に
過
ぎ
左

い
事
、
と
の
協
の
富
を
形
成
す
る
震
に
真
賓
の
富
が
大
量
的
に
破
壊
さ
れ
て
ゐ
る
事
、

と
の
富
の
偲
象
の
上
に
立
て
ら
れ
た
図
家
財

政
が
ど
ん
左
に
危
険
な
も
の
で
あ
る
か
を
詮
明
し
ゃ
う
と
し
た
。
而
も
こ
の
宮
の
形
成
に
主
と
し
て
利
用
さ
れ
る
も
の
が
財
政
上
の

手
段
で
あ
る
時
、

ス
ミ
ス
の
重
商
主
義
的
経
済
政
策
の
批
判
が
同
時
に
そ
の
財
政
々
策
の
批
判
を
含
ん
で
ゐ
る
の
は
営
然
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
の
財
政
論
は
と
と
ん
¥
く
そ
の
経
済
政
策
論
の
根
幹
か
ら
割
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
重
商
主
義
の
案
出
し
た
複
雑
板

ま
る
閥
税
や
圏
内
税
、

さ
て
は
税
吏

Q
厳
重
な
監
替
は
商
品
流
通
の
自
由
を
さ
ま
た
げ
経
済
活
動
を
容
し
、
向
詐
欺
や
密
貿
易
を
助

長
さ
せ
さ
ば
か
り
ず
る
る
。
ま
た
殺
物
に
興
へ
ら
れ
る
輸
品
奨
胤
令
や
共
他
雑
多
の
犬
山
被
課
枕
は
、
持
働
者
の
子
供
紅
茶
ム
出
力
佐

減
殺
し
、
貴
重
左
弊
働
力
の
供
給
を
そ
れ
で
け
杜
絶
さ
せ
る
だ
ら
弘
。
ま
た
本
固
に
何
等
の
利
益
を
も
た
ら
さ
友
い
植
民
地
の
特
許

合
祉
の
利
潤
を
保
護
す
る
た
め
に
、
本
闘
が
毎
年
英
大
左
陸
海
軍
の
経
費
を
負
捨
す
る
と
は
何
ん
と
愚
か
友
政
策
で
あ
ら
う
か
。

と
の
不
生
産
的
経
費
を
賄
ふ
公
債
の
翁
に

E
ん
な
に
多
く
の
資
本
が
生
産
的
用
途
か
ら
取
去
ら
れ
、
会
債
の
利
擁
の
た
め
に
ど
ん
左

に
多
く
の
牧
入
が
勤
勉
友
る
「
生
産
的
階
級
」
か
ら
、
資
本
の
生
産
的
た
用
迭
に
つ
い
て
少
し
も
膏
勢
せ
ナ
、
た
Y
圏
外
の
戦
争
を

「
朝
夕
新
聞
紙
上
で
讃
む
梁
み
を
享
棄
す
か
o
」
図
家
債
権
者
に
移
さ
れ
る
事
か
。
か
く
て
貫
震
の
宮
を
破
壊
し
「
君
主
の
永
久
的
牧
入

を
捨
て

L
・
む
し
ろ
濁
占
商
人
の
一
時
的
利
潤
を
え
ら
ふ
」
薫
商
主
義
は
ス
ミ
ス
の
経
済
壌
か
ら
見
て
破
産
を
宣
告
さ
れ
る
の
で
あ

る。

ス
ミ
ス
は
財
政
L
R

策
を
レ
ッ
セ
フ
ェ
ー
ル
の
原
理
の
上
に
う
ち
た
て
や
ろ
と
し
た
。

重
商
主
義
的
、
封
建
的
財
務
行
政
の
撤
践
に

財
政
直
阜
、
と
経
済
政
策
論
と
の
交
涜

二
五
五

伍
，、JFhUνw
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財
政
畢
と
経
済
政
錠
論
と
の
交
流

二
五
六

土
っ
て
、
産
業
の
自
由
が
硲
保
さ
れ
、

と
の
産
業
の
自
由
は
経
済
担
の
自
然
的
均
衡
を
回
復
し
、
資
本
の
生
産
力
を
最
高
度
に
戸
島

さ
せ
て
、
結
局
国
家
牧
入
の
基
礎
を
発
貸
さ
せ
る
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
お
で
は
ケ
ネ
l
に
等
し
い
。
併
し
「
政
治
悼
の
醤
帥
」
と
し

て
財
政
上
の
疾
患
の
救
治
策
を
国
王
に
進
言
し
た
ケ
ネ
ー
よ
り
も
、

ス
ミ
ス
の
方
が
は
る
か
に
徹
底
し
た
自
由
主
義
の
代
表
者
で
あ

っ
た
。
例
へ
ば
緒
貿
易
が
イ
ギ
リ
ス
の
保
諾
闘
税
制
度
の
根
底
を
次
第
に
侵
蝕
し
て
ゐ
る
事
を
知
っ
た
時
、

ス
ミ
ス
は
者
商
を
賠
護

し
て
、
も
し
自
然
が
決
し
て
罪
と
し
な
い
絞
た
事
を
閣
法
が
罪
と
す
る
背
中
が
友
か
っ
た
た
ら
ば
脱
税
者
は
善
良
友
市
民
で
あ
っ
た
ら

う
と
言
ひ
、
ま
た
腐
敗
し
た
政
府
を
戴

t
闘
の
税
法
は
飴
り
一
等
重
さ
れ
な
い
も
の
だ
と
も
桜
言
し
わ
。

州
日
‘
以
上
考
円
州
ふ
し
た
ケ
ネ
ー
や
ス
ミ
ス
の
財
政
改
革
論
は
何
れ

th下
怖
間
一
の
笥
の
増
殖
と
一
京
ふ
思
想
を
以
て
震
か
れ
て
ゐ
る
事
が
明

か
で
る
ら
う
。
併
し
こ
れ
ら
の
財
政
論
の
立
脚
し
て
ゐ
る
生
産
主
義
以
外
に
例
へ
ば
今
日
の
財
政
撃
に
縁
の
あ
る
「
公
平
左
る
分
配
」

と
云
ふ
桜
友
思
想
が
見
出
さ
れ
注
い
だ
ら
う
か
。

ス
ミ
ス
の
租
税
原
則
の
第
一
「
公
卒
、
平
等
の
原
則
」
は
と
の
一
例
で
あ
る
と
も
考

へ
ら
れ
や
う
。
併
し
と
の
原
則
を
以
て
ス
ミ
ス
の
生
産
主
義
と
並
立
す
る
何
か
異
質
の
原
理
の
様
に
考
へ
る
の
は
競
り
だ
ら
う
。

般
に
英
国
古
典
準
派
は
7
-
7
Y

ス
の
牒
蒙
思
想
家
の
様
に
抽
象
的
な
正
義
と
か
公
平
と
か
に
つ
い
て
飴

P
考
へ
た
い
。

ス
ミ
ス
も
亦

議
論
の
合
間
々
々
に
狽
占
利
潤
に
封
ず
る
課
税
を
公
平
去
り
と
す
L
め
、
市
民
階
級
に
何
等
の
利
益
を
も
た
ら
さ
た
い
不
生
産
的
経

費
の
た
め
の
租
税
を
不
公
平
な
り
と
し
て
斥
け
ゃ
う
と
し
た
ピ
け
で
る
る
。
し
て
見
れ
ば
ス
ミ
ス
の
所
謂
公
平
の
原
則
は
濁
占
商
人

や
こ
れ
を
保
護
す
る
政
府
に
封
ナ
る
要
求
で
あ
り
、
そ
の
経
済
政
策
論
の
外
か
ら
持
っ
て
来
ら
れ
た
観
念
で
は
泣
い
。
ま
た
資
本
主

義
上
向
期
の
イ
デ
オ
ロ

I
グ
が
必
働
階
級
と
の
協
調
策
と
し
て
唱
へ
ら
れ
る
様
な
「
公
平
原
則
」
を
知
ら
友
か
っ
た
の
も
営
然
の
事

で
る
る
。

ス
ミ
ス
が
大
衆
課
税
に
反
封
し
た
の
は
貧
民
の
務
働
力
の
再
生
産
を
阻
害
す
る
と
云
ふ
射
で
あ
っ
た
。
勢
働
力
は
無
論
霊

Smith， VoJ. II. p. 38，. '4) 



農
曲
学
一
減
で
も
古
典
墜
波
で
も
、
資
本
実
的
生
還
に
用
び
ら
れ
る
生
産
要
素
で
あ
る
。
そ
し
て
雨
波
の
何
れ
も
、
弁
銀
税
(
消
費
税
)
は
結

局
資
本
家
に
簿
嫁
さ
れ
る
と
云
ふ
意
見
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
時
代
の
論
者
の
大
衆
課
税
(
封
建
的
責
綿
、
閣
税
、
窓
枝
、
豪
酒
積
等
々
)

に
針
ず
る
反
封
は
決
し
で
貧
民
へ
の
抽
象
的
な
同
情
か
ら
出
た
も
の
で
は
友
か
っ
た
a

共
は
藷
制
度
の
軍
荷
か
ら
弊
働
大
衆
を
解
政

す
る
と
同
時
に
安
債
な
持
働
力
と
し
で
資
本
家
的
生
産
に
迎
へ
中
う
と
す
る
意
闘
に
基
い
た
も
の
で
あ
っ
た
@
持
銀
税
が
生
産
費
を

た
か
め
て
商
品
の
轍
出
を
阻
害
す
る
と
云
ふ
の
は
首
時
の
自
由
貿
易
論
に
共
通
夜
大
衆
課
税
反
針
の
論
様
で
あ
っ
た
。
大
衆
課
税
が

資
本
家
的
生
産
と
は
別
の
見
地
か
ら
議
論
さ
れ
始
め
た
の
は
資
本
と
持
働
の
針
立
が
論
者
の
意
識
に
上
っ
た
時
代
で
あ
る
。

リ
カ
ル

ド
は
既
忙
に
の
対
立
配
意
識
し
て
ぬ
た
ロ
併
し
彼
は
資
本
家
的
生
直
方
法
を
通
じ
て
資
本
の
諮
叫
聞
が
行
は
れ
る
隈
り
、
生
直
カ
の
捨

営
者
た
る
持
働
階
級
の
運
命
な
ど
を
か
へ
り
み
芯
か
っ
た
o
リ
カ
ル
ド
の
関
心
は
む
し
ろ
産
業
資
本
家
と
地
主
の
針
立
に
注
が
れ
た
。

地
主
(
政
治
的
に
ほ
ト
1
リ
1
黛
)
は
イ
ギ
リ
ス
に
於
け
る
封
建
的
勢
力
の
最
後
の
竣
津
で
あ
り
‘
穀
物
債
権
従
っ
て
又
持
銀
を
騰
貴
さ

せ
る
様
な
穀
物
関
税
に
よ
っ
て
濁
占
的
利
益
を
牧
め
る
階
級
で
あ
る
。
従
っ
て
リ
カ
ル
戸
に
よ
れ
ば
地
主
の
地
代
に
封
ず
る
課
税
も

し
く
は
穀
物
関
税
の
底
止
こ
そ
「
公
正
」
で
あ
ふ
。
か
く
し
て
少
く
と
も
グ
ラ
ァ
ド
ス
ト
ー
ン
の
時
代
に
至
る
ま
で
イ
ギ
リ
ス
の
税

制
改
革
を
支
配
し
た
も
の
は
自
由
貿
易
の
理
論
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
代
に
費
現
さ
れ
た
関
税
の
翠
純
化
に
よ
っ
て
資
本
家
と
持
働
者

の
南
階
級
の
租
税
負
婚
は
必
し
も
平
等
に
麗
滅
さ
れ
た
と
は
云
へ
ιな
い
が
、
併
し
自
由
貿
易
の
も
た
ら
し
た
生
産
力
の
躍
進
、
各
階

級
の
所
得
の
増
犬
は
「
公
正
な
分
配
」
を
要
求
す
る
聾
を
う
ち
消
す
位
に
屋
倒
的
で
あ
っ
ゎ
。
こ
れ
こ
の
時
代
の
財
政
改
革
論
が
生

産
主
義
を
以
て
一
貫
す
る
こ
と
の
出
来
た
理
由
で
あ
る
。

財
政
皐
'
P
一
極
済
政
策
論
と
の
交
涜

二
五
七

Kennedy， English Tax>tion， I640-I799. p. :(41_ ff. 
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財
政
皐
と
鰹
湾
政
策
論
と
白
交
流

二
五
八

ーー一
古
典
畢
濃
以
後
に
於
け
忍
鰹
清
政
策
論
の
混
乱
と
財
政
睡
と
の
聞
係

安
本
主
義
上
向
期
の
財
政
改
革
論
は
経
済
政
策
論
と
一
階
に
な
っ
て
、
闘
民
的
生
産
力
の
解
放
に
最
も
、
通
し
た
財
政
々
策
や
経
済

政
策
を
指
示
す
る
事
が
出
来
た
。
併
し
勿
論
営
時
の
論
者
の
立
揚
や
主
張
に
は
業
滅
的
危
偏
向
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
か
仏
い
。
例
へ

ば
彼
等
は
自
分
法
の
代
詩
ナ
目
白
阿
賀
の
富

i
lこ
の
概
念
佐
中
心
に
め
ら
ゆ
め
現
古
川
が
風
聞
さ
れ
る

l
l
E主
附
ゴ
義
の
泊
求
し
た

一
時
的
な
侭
象
の
富
と
は
本
質
的
に
異
る
超
歴
史
的
友
自
然
的
な
富
の
綾
に
表
現
し
た
け
れ
ど
も
、
共
は
貨
は
貨
幣
ム
」
相
謝
的
関
係

に
置
か
れ
る
限
り
で
富
と
見
倣
さ
れ
る
商
品
に
過
ぎ
な
い
。
か
主
る
商
品
を
植
軸
と
し
て
動
い
て
ゐ
る
商
品
経
済
枇
舎
は
ス
ミ
ス
の

讃
へ
た
豊
富

ιし
て
康
債
左
る
扶
態
で
は
な
し
に
、
や
が
て
稀
少
に
し
て
高
債
な
る
赦
態
を
維
持
す
る
震
に
し
ば
/
¥
財
政
上
の
手

段
を
濫
用
す
る
で
あ
ら
う
し
、
ま
た
商
品
経
済
の
基
礎
に
立
つ
限
り
金
銀
を
蓄
積
す
る
も
の
は
必
し
も
ス
ミ
ス
の
考
へ
た
様
に
プ
ロ

シ
ヤ
の
専
制
君
主
ば
か
り
で
は
友
七
、
健
全
友
理
性
を
も
っ
市
民
的
園
家
で
も
戦
争
準
備
金
の
銭
に
は
し
ば
/
¥
貫
賓
の
官
の
増
殖

宇
一
忘
れ
る
ピ
ら
う
。
と
れ
は
市
民
的
経
済
皐
に
固
有
友
抽
象
的
合
理
主
義
の
立
揚
か
ら
は
到
底
理
解
も
抽
出
期
も
さ
れ
な
か
っ
た
事
で

あ
る
。
併
し
か
う
い
っ
た
市
民
的
経
済
墜
の
黛
派
的
左
偏
向
性
や
限
界
性
を
認
め
る
と
し
て
も
、
備
と
の
限
界
の
内
で
上
向
期
の
イ

デ
オ
ロ
1
グ
建
は
営
時
の
「
不
生
産
的
な
政
治
」
を
批
判
し
、
「
生
産
的
宏
政
治
」
を
指
導
す
る
事
が
出
来
た
。
然
る
に
十
九
世
紀
の

前
学
か
ら
、

一
方
で
は
欧
洲
の
各
閣
で
自
由
主
義
が
政
治
を
支
配
し
、
奮
勢
力
と
市
民
階
級
の
安
協
が
成
立
し
て
こ
L

に
「
生
産
的

階
級
」
と
「
不
生
産
的
階
級
」
の
闘
争
が
終
り
、
他
方
で
恐
慌
と
か
日
労
働
運
動
と
か
言
ふ
様
左
古
典
皐
抵
の
理
論
で
は
割
り
切
れ
た

い
資
本
主
義
一
位
曾
の
矛
盾
が
現
れ
始
め
る
と
事
態
は
一
一
渡
し
て
来
た
U

こ
の
時
代
の
論
者
は
市
民
的
経
済
撃
に
疑
問
を
懐
き
、
そ
れ

Smith， Vol. 1. p. 408 
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と
は
本
質
的
に
異
る
思
想
を
求
め
乍
ら
而
も
倫
市
民
的
経
済
壌
を
去
り
得
た
い
の
で
、
上
向
矧
の
人
々
に
較
べ
る
と
主
張
や
立
場
の

統
一
性
が
失
は
れ
る
。
私
は
と
の
時
代
の
経
済
政
策
論
が
財
政
理
論
に

E
う
い
ふ
風
に
反
映
し
て
ゐ
る
か
を
考
察
し
ゃ
う
。

古
典
四
倍
抵
の
生
産
主
義
は
資
本
主
義
枇
舎
に
固
有
友
一
般
的
生
産
過
剰
、
恐
慌
の
勃
設
に
上
っ
て
早
晩
批
判
さ
れ
る
運
命
に
あ
っ

た
。
我
々
は
生
産
主
義
の
時
向
を
例
へ
ば
マ
ル
サ
ス
に
見
る
事
が
出
来
ゃ
う
。
彼
は
生
産
過
剰
の
救
済
手
段
を
岡
家
の
官
吏
、
借
侶
.

事
問
問
、
恩
給
生
活
者
、
闘
債
、
租
税
、
戟
争
等
々
に
求
め
る
。
上
向
期
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
殊
に
所
謂
7

ン
チ
ェ
ス
タ
l
汲
の
そ
れ
で

は
こ
れ
ら
の
階
級
を
養
ふ
支
出
は
す
べ
て
資
本
蓄
積
に
封
ず
る
一

i

不
可
避
の
悪
」
で
あ
り
資
本
家
的
生
産
の

「
冗
費
」
守
口

H
E出
)

マ
ル
ザ
ζ

で
は
「
不
生
産
的
階
級
」
の
民
抗
心
生
産
物
の
使
協
を
維
荷
-
h
資
本
家
の
「
議
後
の
情
州
一
し
な
維
持
ず

回

る
最
良
の
手
段
で
あ
る
。
か
つ
て
リ
ス
ト
が
マ
ル
サ
ス
を
評
し
て
「
と
L
で
経
済
息
子
は
自
分
の
子
供
を
喰
ひ
殺
す
サ
タ
ン
に
似
て
来

た
」
と
言
っ
た
の
は
至
言
で
あ
ら
う
。
而
も
と
の
7

ル
サ
ス
で
は
富
の
思
想
の
焦
黙
が
再
び
生
産
か
ら
涜
通
へ
移
動
し
始
め
て
ゐ
る
。

で
あ
っ
た
が
‘

か
や
弓
友
思
想
と
例
へ
ば
固
債
を
図
民
的
資
本
で
あ
る
と
云
ひ
、
圏
富
の
陰
影
を
閣
官
の
員
相
で
あ
る
と
宣
告
す
る
猪
乙
の

C
-
デ

イ
I
千
エ
ル
の
思
想
の
聞
に
は
大
し
た
へ
だ
L
り
は
な
い
。
ま
た
一
方
で
は
ス
ミ
ス
に
従
っ
て
国
家
の
支
問
を
「
不
生
産
的
消
費
」
の

中
に
入
れ
る
が
、
他
方
で
は
重
農
主
義
や
ス
ミ
ス
の

生
産
者
」
な
る
稽
携
を
鱈
ら
う
と
す
る
セ
イ
或
は
叉
閥
次
の
個
人
に
針
ず
る
「
倫
理
的
」
給
付
を
「
生
産
的
」
と
稽
し
て
租
税
や
園

「
物
質
主
義
」
に
反
謝
し
て
醤
者
、
法
律
家
、
官
吏
等
の
階
級
に

「
無
形
財
の

債
を
「
園
民
経
済
的
」
に
鰭
護
し
?
っ
と
す
る
濁
こ
の
筆
者
等
は
み
友
同
一

の
範
暗
に
入
れ
る
事
が
出
来
る
。

か
う
し
た
思
想
は
十

九
世
紀
前
宇
よ
り
現
れ
始
め
た
市
民
的
経
済
躍
の
一
ー
不
生
産
的
階
級
」
に
針
す
る
安
協
的
態
度
を
遺
憾
な
〈
物
語
っ
て
ゐ
る
。
併
し

既
に
古
典
事
波
の
思
想
の
沈
躍
を
-
つ
け
て
ゐ
る
こ
の
時
代
の
人
K

は
一
途
に
「
非
物
質
的
生
産
」
や
財
政
の
膨
脹
を
代
排
す
る
事
も

財
政
畢
と
経
済
政
策
論
と
り
交
流

二
五
九

マルク λ 、乗I像償催準設史、第三巻(マル::r...~/全集ートー)犬二頁以下。
F. List， Da.s nationalen System der politisch白 t りkonomie，S. 2I4 
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財
政
事
と
経
済
政
策
論
と
の
交
流

六
O 

出
来
な
か
っ
た
。

か
〈
て
或
者
は
「
非
物
質
的
生
産
」
と
「
物
質
的
生
産
」
と
を
均
衡
さ
せ
ゃ
う
と
し
、
或
者
は
浪
費
と
蓄
積
と
を

調
和
さ
せ
ゃ
う
と
す
る
。
我
々
は
こ
L
に
イ
デ
オ
ロ

1
グ
の
立
揚
が
著
し
く
動
揺
し
て
ゐ
る
事
買
を
窺
ふ
事
が
出
来
ゃ
う
。

生
産
主
義
の
蒋
向
の
い
ま
一
つ
の
形
は
所
得
の
分
配
或
は
租
税
の
八
刀
配
に
針
す
る
闘
心
の
h
?
に
見
ら
れ
る
。

イ
、
キ
リ
ス
で
白
由
貿

易
が
完
全
に
賃
現
さ
れ
た
グ
一
ア
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
の
時
代
の
前
後
に
、
関
税
の
代
り
に
採
用
さ
れ
た
所
得
税
に
勺
い
て
資
本
家
階
級
の

内
部
に
於
け
一
る
「
必
平
な
分
配
」
が
同
胞
に
な
っ
て
来
た
。

J
-

-
2
ル
は
そ
の
経
済
事
の

て
J

f
一
司
川
今

E
T
一
周
町
〉
司
「
巴
目

f
-

L
h
y《昔
t
L
』
ヰ
ド

z
t目
作
混
在
府
知

L
た
が
、
ミ
ル
の
一
所
開
「
公
平
な
租
税
」
は
上
向
期
の
理
論
家
、
特
に
自
由
貿
易
運
動
の
前
衛
7

ン
チ
Z

ス
タ

1
訳
が
資
本
の
針
立

物
た
る
封
建
的
勢
力
や
濁
占
資
本
に
劃
し
て
要
求
し
た
「
公
正
、
「
正
義
」
と
比
較
す
れ
ば
著
し
〈
保
守
的
た
概
念
に
た
っ
て
ゐ
る
P

而
も
亦
乙
の
時
代
は
第
働
運
動
の
撞
頭
に
よ
っ
て
、
人
々
は
持
働
問
題
に
闘
心
を
持
ち
資
本
家
的
生
産
に
疑
惑
を
懐
き
始
め
た
。
人

k

の
一
闘
心
は
と
L
で
も
生
産
か
ら
分
配
へ
移
動
す
る
。

ζ

の
揚
合
、
労
銀
税
や
大
衆
課
税
は
ス
ミ
ス
や
w
リ
カ
ル
ド
の
様
に
資
本
家
的

生
産
の
コ
ス
ト
(
努
銀
)
を
た
か
め
る
と
云
ふ
見
地
か
ら
で
は
た
し
に
、

も
っ
と
ヒ
ユ

1
マ
=
ス
テ
ィ
ッ
ク
友
見
地
か
ら
批
判
さ
れ

る
。
白
叫
に
ピ
ユ
カ
ナ
ン
は
リ
カ
ル
ド
の
弊
銀
税
特
嫁
設
に
針
す
る
反
針
理
由
と
し
て
持
働
者
の
家
計
は
資
本
家
的
生
産
よ
り
狽
立
し

て
ゐ
る
事
寅
を
あ
げ
た
が
、
十
九
世
紀
後
竿
の
濁
乙
の
財
政
撃
者
も
帥
労
働
者
の
消
費
生
活
そ
の
も
の
か
ら
租
税
負
鰭
を
検
討
し
ゃ
う

と
す
丸
。
と
主
で
は
生
産
で
は
な
し
に
、
泊
費
生
活
の
中
に
こ
そ
買
の
人
間
生
活
の
「
意
義
」
が
存
在
す
る
と
説
教
さ
れ
、
個
人
の

欲
望
充
足
に
通
解
す
る
租
税
と
司
令
公
平
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
か
く
し
て
租
税
の
分
配
政
策
或
は
枇
合
政
策
は
そ
の
イ
デ
止
ロ
ギ

ー
に
於
て
は
経
済
政
策
と
本
質
的
に
異
る
も
の
L
様
に
見
え
る
。
併
し
過
度
の
累
進
税
や
共
他
の
財
政
上
の
手
段
に
よ
る
枇
合
政
策

に
謝
し
で
は
資
本
蓄
積
を
阻
害
す
る
と
云
ふ
見
地
か
ら
反
劃
さ
れ
る
射
を
見
れ
ば
.
「
分
配
の
疋
義
」
は
資
本
家
的
生
産
方
法
と
矛
盾

J・S，Mill， Principles of Po!itic:u Economy. (ed. Asch:l句)p. 804丘、
Schmo1Jer， Die Leh.re von Einkommen. (Z~cluift f. d・炉，:，.Staatswiss. 1863.) 
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ず
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
吐
舎
政
策
は
経
済
政
策
か
ら
涙
生
し
た
副
産
物
で
る
っ
て
そ
の
封
立
物
で
は
な
い
。

従
っ
て
「
祉
合
的
疋
義
」
を
強
調
す
る
人
々
は
必

L

す
し
も
市
民
的
経
済
啓
を
揚
棄
し
た
わ
け
で
も
左
〈
、
資
本
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で

あ
る
事
を
止
め
た
わ
け
で
も
な
い
。
た
ピ

一
非
物
質
的
生
産
」
の
主
張
者
の
様
に
彼
等
の
立
場
が
分
裂
し
て
ゐ
る
事
を
示
し
で
ゐ
る

だ
け
で
る
る
。

右
の
様
た
経
済
政
策
論
の
世
界
的
な
傾
向
は
十
九
世
紀
七

O
年
以
後
の
猫
乙
財
政
事
の
中
に
猫
乙
的
な
特
殊
性
を
保
ち
一
つ
t
A

現
れ

で
ぐ
る
。
周
知
の
様
に
七

O
竿
代
か
ら
世
凡
大
鳴
に
至
る
ま
で
濁
ζ
は
。
フ
ロ
シ
ヤ
の
市
圏
中
古
一
世
と
官
僚
政
府
の
擁
護
の
下
に
、
上
か

ら
の
枇
合
政
策
に
よ
っ
て
労
働
運
動
を
軍
制
し
つ

L
資
本
主
義
を
強
化
し
た
の
で
あ
る
。
と
L
で
は
純
一
治
臼
山
主
義
的
な
閣
攻
批
判

一
ブ
ウ
等
に
よ
っ
亡
怜
入
さ
れ
た
ス
、
巴
ス
の
山
中
訟
に

rイ
ツ
の
倒
的
r

例、

4R
柑
柏
、官

官
業
の
残
存
)
に
合
す
る
様
に
修
疋
さ
れ
て
官
僚
志
望
者
の
致
科
書
に
な
っ
た
位
で
、
到
底
大
衆
の
教
委
に
ま
で
浸
潤
し
な
か
っ
た
。

の
也
こ
る
徐
地
べ
は
な
か
っ
た
。

-
L
士
3
r
H
、一;

一
」
ノ
七
車
内
4

む
し
ろ
ド
イ
ツ
で
は
古
典
事
波
の
反
圏
家
的
、
個
人
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
図
家
を
生
産
よ
り
切
り
離
す
様
左
物
質
主
義
的
理
論

が
激
し
く
攻
撃
さ
れ
る
。
租
役
や
図
債
は
決
し
て
閣
民
経
済
か
ら
資
本
を
奪
ひ
去
る
も
の
で
は
な
い
。
蓋
し
岡
家
は
無
形
資
本
と
し

て
他
の
一
切
の
「
倫
理
的
な
る
も
の
」
と
共
に
園
民
経
済
と
有
機
的
に
合
醐
聞
し
て
図
民
的
生
産
力
を
た
か
め
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

勿
論
図
案
の
官
吏
も
園
民
経
済
の
秩
序
を
維
持
す
る
射
で
は
「
生
産
的
」
で
あ
る
。
軍
図
主
義
-h
針
外
的
に
は
図
民
経
済
を
内
寸
り
封

内
的
に
は
成
年
男
子
の
肉
髄
的
、
精
神
的
訓
練
に
貢
献
す
る
結
で
は
『
生
産
的
」
で
る
る
(
ヲ
グ
ナ
1
)
。

か
や
う
に
ド
イ
ツ
の
財
政

思
ナ
者
。
脳
裡
に
は
ま
だ
図
案
の
富
と
国
民
の
宮
と
を
理
論
的
に
直
別
し
得
止
な
い
カ
メ
ラ
リ
ス
ト
や
ロ
マ
ン
テ
イ
カ

I
の
思
想
が
去
来

し
て
ゐ
る
。
併
し
彼
等
は
勿
論
調
乙
の
現
寛
を
意
識
し
な
い
わ
け
で
は
左
か
っ
た
。
七

O
年
以
後
の
濁
乙
で
古
典
率
一
次
の
自
由
主
義

財
政
畢
と
経
済
政
策
論
と
の
交
諸

ーノ、

Schmoller， i1. .il. O. s. 83一宮5
Haney， History of Economic Thought. p. 321 ff 
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財
政
島
正
解
済
政
策
論
と
り
交
流

一一六

が
排
撃
さ
れ
た
の
は
草
に
そ
れ
が
資
本
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
か
ら
で
は
泣
く
、
そ
の
中
に
「
受
慮
ず
べ
き
階
級
意
識
と
階
級
謝

立
の
昂
揚
」
を
も
た
ら
す
要
素
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
っ

b
o
そ
こ
で
営
時
の
経
済
一
事
者
や
財
政
事
者
は
所
謂
一
祉
曾
岡
家
」
の

晴
朗
算
か
ら
枇
舎
費
を
捻
出
し
、
社
舎
政
策
的
左
税
制
改
革
を
費
行
し
ゃ
う
と
し
た
。
調
乙
の
墜
者
が
一
般
に
財
政
を
「
強
制
的
共
同

経
斉
一
応
君
主
B
2
5
0百
三
ユ
E
5
2

i

i

l

'

c

c

h

 

と
呼
ぴ
.
資
本
土

L

義
的
階
級
枇
舎
を
超
越
す
る
何
も
の
か
の
様
に
表
現
し
た
の
も
理
由
の
一
死
い

事
で
は
た
い
。

叉
ワ
グ
、
ァ
ー
が
財
政
の
膨
脹
リ
ピ
悶
民
共
同
の
負
惨
で
岡
山
内
共
同
の
目
的
ト
一
泌
行
ず
る
「
閥
抗
枇
合
主
義
L

の
数
日
航
で

あ
る
と
稀
し
て
腕
腐
し
た
理
由
も
考
へ
ら
れ
左
い
事
で
は
な
い
。

併
し
狽
乙
の
財
政
撃
者
は
一
方
で
図
家
の
経
費
の
生
産
性
や
枇
合
政
策
の
理
念
を
強
調
し
乍
ら
、
他
方
で
こ
れ
が
租
税
闘
家
の
物

的
基
礎
た
る
資
本
主
義
経
済
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
ひ
そ
か
に
心
配
し
た
け
れ
ば
た
ら
友
か
っ
た
。
而
も
こ
の
「
物
質
的
保

件
」
を
考
へ
る
場
合
に
は
、
る
れ
ほ
P
」
「
反
国
家
的
」
「
個
人
主
義
的
」
と
罵
っ
た
古
典
皐
祇
や
其
他
市
民
経
済
撃
の
理
論
を
借
用
し

て
来
る
よ
り
他
は
友
か
っ
た
の
で
る
る
。
「
有
機
的
画
家
論
」
よ
り
筆
を
起
と
し
て
岡
家
墜
的
財
政
墜
を
展
開
し
た
ロ
レ
ン
ツ
・
フ
オ

ン

--V
ユ
ク
イ
ン
も
国
家
収
入
の
基
礎
に
燭
れ
る
に
及
ん
で
、
資
本
、
帥
労
働
、
純
牧
入
等
々
の
理
論
を
そ
の
ま
L
古
典
感
沃
か
ら
引

用
し
た
け
れ
ば
な
ら
友
か
っ
た
。
「
国
家
祉
曾
主
義
」
の
ワ
グ
ナ
ー
で
き
へ
、
「
収
径
が
持
働
者
の
生
計
と
生
活
力
の
維
持
に
快
〈
ベ
か

ら
ざ
る
債
値
を
超
過
す
る
」
揚
合
に
の
み
、
「
租
税
は
経
常
的
財
政
制
度
と
し
て
経
済
的
に
可
能
で
あ
る
。
」
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
か
っ

h
o
と
の
黙
で
は
ワ
グ
ナ

1
は
資
本
の
利
潤
の
中
に
唯
一
の
税
源
を
求
め
る
リ
カ
ル
ド
に
等
し
い
。
た
Y
最
低
賃
銀
の
規
定
や
労
働
保

険
の
確
立
、
具
他
続
々
友
第
働
者
の
地
位
改
善
を
同
家
に
要
求
し
た
ワ
グ
ナ
l
は
リ
カ
ル
ド
の
様
た
率
直
さ
で
函
家
牧
入
従
っ
て
又

利
潤
の
増
大
と
持
働
者
の
生
活
安
定
と
は
雨
立
し
友
い
と
断
言
出
来
た
か
っ
た
だ
け
で
る
る
。
か
う
し
て
営
時
の
狽
乙
財
政
撃
者
は

Wagner， FinnDzwissenschaft und St::凶 sso2Ia.lismus. (Ztseh此 f..d. ges. Staats 

. r887. II 3rt.) 
Stein， Lelnbuch dらrF. w. II. P目 401 由:拙稿「シユタイ γ の政治経済摩批宇u
についてJ (経済論叢、四十二巻、大競)
Wagner， F. w. Il. S. 220. 
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同
時
代
の
英
悌
の
筆
者
と
同
様
に
、
折
衷
主
義
者
で
あ
り
二
元
論
者
で
あ
っ
た
。

シ
ユ
タ
イ
ン
は
次
の
様
な
詩
的
た
表
現
で
自
ら
二

一
冗
論
者
で
あ
る
事
を
告
白
し
て
ゐ
る
。
「
物
質
的
僚
件
の
限
度
は
圃
家
理
念
の
理
想
的
運
動
の
熱
情
を
ひ
や
L
か
な
手
の
様
に
押
へ

る。」
(
O
E
冨
富
]go「
自
己
命
『
一
色

S
H
Z
Z四
回
口
四

g
Z伺
門
盟
各
昔
話
丘
三
宮
一
市
出
m
w
D
L
Z
Z
H
O
巧
E
B
O
L
E
-
出

2
5
F
Z同
E
m
g

L司

g
g
Z
L
2・
)
。
浪
費
と
蓄
積
を
調
和
さ
せ
ゃ
う
と
し
た
マ
ル
サ
ス
や
「
非
物
質
的
生
産
」
と
「
物
質
的
生
産
」
と
の
均
衡
を
計
ら

う
と
し
た
セ
イ
の
様
に
、
濁
こ
の
財
政
筆
者
は
「
国
家
」
と
「
経
済
」

の
悶
の
矛
盾
を
解
決
し
ゃ
う
と
し
て
ゐ
る
。
而
も
常
時
の
考

へ
に
よ
る
と
、
財
政
は
恰
も
「
理
念
」
と
「
物
質
」
の
統
合
の
揚
所
で
あ
り
、
財
政
事
は
園
家
謬
と
経
済
事
と
の
交
叉
黙
で
あ
っ
た
@

か
や
う
な
↓
一
元
主
義
に
立
つ
濁
乙
財
政
壊
が
る
ら
ゆ
る
折
衷
主
義
の
温
床
と
な
っ
た
の
は
告
同
然
で
あ
ム
。

四

「
白
書
的
財
政
唾
)
の
歴
史
的
課
題

さ
で
私
は
や
う
や
く
財
政
息
?
と
経
済
政
策
論
の
聯
闘
に
関
す
る
歴
史
的
考
察
に
締
め
く
a
A

り
を
つ
け
る
所
に
ま
で
来
た
。
そ
こ
で

い
ま
一
度
前
に
遁
ぺ
た
所
を
要
約
し
て
見
ゃ
う
。
資
本
主
義
の
土
井
期
の
人
々
は
富
と
か
生
産
と
か
に
闘
す
る
明
確
な
理
論
を
以
て

財
政
論
を
統
一
し
、
生
産
力
の
解
放
を
阻
止
す
る
財
政
h

策
及
び
こ
れ
を
通
じ
て
園
家
権
力
に
結
び
つ
い
て
ゐ
る
諸
階
級
に
封
し
て

批
判
的
で
あ
る
事
が
出
来
た
・

こ
の
時
代
に
は
財
政
理
論
は
何
れ
も
黛
波
性
を
鮮
明
に
し
た
が
ら
而
も
現
賃
に
は
「
公
共
的
」
な
財

政
々
策
を
指
導
す
る
事
が
出
来
た
。
然
る
に
市
民
的
経
済
壌
の
歴
史
的
役
割
が
一
腹
完
了
し
、
「
生
産
的
階
級
」
が
現
寅
に
「
生
産
的
」

で
な
く
な
っ
た
時
代
に
は
、
財
政
論
は
次
第
に
折
衷
的
に
な
り
財
政
批
判
は
財
政
婦
議
に
疑
る
。
而
も
こ
の
揚
合
、
財
政
論
は
少
く

と
も
外
見
上
は
市
民
的
経
済
撃
に
於
け
る
様
な
黛
派
的
性
質
全
捨
て
a
A

「
公
共
的
立
場
」
か
ら
様
K

友
利
害
を
取
捨
選
揮
し
ゃ
う
と

財
政
盟
申
と
極
済
政
策
論
と
旧
安
涜

一占ノ、

Stein， Lehrbuch der F_ w_ L S ョL
十九世紀の濁乙財政皐の二元主義がついては、 Vgl.Meisel. Sto.nd und Wert-
der deut:!;chen F. W. (in SchrnoIle:'I:s Jahrbuch ，42.) Tesch皿 ilcher，Die geist-
geschichtliche Linie in finanzwírt~バ， Iv，ftliche Denken. (1931). 
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財
政
皐
と
艇
済
政
策
論
止
の
交
流

ご
六
四

努
め
る
の
で
る
る
。
「
上
か
ら
の
経
済
曲
学
」

の
一
部
円
で
あ
る
凋
乙
財
政
撃
は
ま
こ
と
に
と
の
典
裂
で
あ
っ
た
。

乙
の
官
僚
主
義
的
財

政
皐
は
「
全
慌
の
晴
利
」
や
「
岡
氏
経
済
的
生
産
性
」
を
増
進
し
、
「
社
合
的
市
義
て
ど
事
具
現
す
る
と
一
五
ふ
様
左
超
越
的
立
揚
か
ら
諸

止
の
利
害
を
裁
断
し
ゃ
う
と
す
る
。
而
も
既
に
考
察
し
た
様
に
と
の
外
見
土
の
超
黛
派
的
態
度
は
震
は
折
衷
主
義
の
一
つ
一
の
ポ

l
ス

に
遁
世
己
注
い
か
ら
、
か
ゃ
う
校
財
政
町
内
干
の
仰
向
げ
る
「
生
産
的
経
費
」
と
か
「
公
更
な
る
租
税
」
と
か
は
軍
な
る
本
語
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
ベ
生
産
的
た
る
も
の
一
ゃ
っ
ハ
竺
止
な
る
も
の
」
に
ゐ
よ
り
十
総
添
い
様
と
政
策
の
賠
悲
九
一
珊
七

εる
州
事
合
も
あ
る
に
ら
う
。

ク
ス
・
ウ
エ

l
パ
l
は
「
全
館
嗣
祉
」
や
「
国
民
経
済
的
生
産
性
」
の
増
進
と
云
ふ
様
な
ス
ロ

l
ガ
y
を
漫
然
と
掲
げ
て
ゐ
る
経
済
政

策
論
を
評
し
て
「
世
界
を
幸
暗
に
す
る
た
め
の
庭
方
に
闘
す
る
意
見
」
(
白
宮
田

E
2
5
0
2
問

自

立

言

舎

F
m
E口
r
ロ
コ
四
品
。
『
巧
。
}
日
)

で
あ
る
と
云
ひ
、

と
れ
に
科
撃
の
名
を
興
へ
る
事
を
拒
ん
だ
が
、

と
れ
は
猪
乙
財
政
皐
に
も
や
は
り
あ
て
は
ま
る
批
評
で
あ
る
。
か

ぐ
で
財
政
皐
の
領
域
で
も
大
戦
前
後
か
ら
主
観
的
左
債
値
判
断
に
基
く
政
策
論
を
排
撃
し
ゃ
う
と
す
る
傾
向
が
現
れ
た
の
は
営
然
で

る
っ
た
。

こ
の
傾
向
は
そ
れ
ま
で
諸
惑
が
闘
由
来
の
卑
近
友
政
策
に
従
属
し
、
英
併
に
於
け
る
様
左
所
謂
「
反
針
科
息
子
」
(
。
宅
。
回
一
【
E
E
a

三
g
g白口
E3)

れ
及
川
。
併
し
財
政
墜
の
政
治
化
的
傾
向
を
排
斥
す
る
人
#
は
庚
〈
財
政
理
論
の

の
性
格
を
具
へ
た
経
済
事
(
財
政
単
)

が
書
か
れ
た
事
の
友
か
っ
た
恒
例
乙
の
特
殊
事
情
に
原
因
し
て
ゐ
る
の
か
も
知

「
科
墜
性
」
を
護
ら
う
と
す
る
一
般
的
な
意
岡
を

持
ち
、
且
つ
彼
等
の
批
判
は
凋
乙
財
政
皐
ば
か
り
で
友
く
、
イ
ギ
リ
ス
古
典
忠
一
次
や
フ
ラ
ン
ス
重
農
墜
派
に
ま
で
及
ぶ
の
で
あ
る
。

そ
し
て
従
来
の
財
政
皐
史

仏

a
H
h
o
F
O口
印
)

(
経
済
皐
史
)

を
排
除
し
て

3
財
政
事
の

「
認
識
封
象
」
を
確
定
し
、
理
論
の
客
観
性
を
維
持
し
ゃ
う
と
す
る
。
従
っ
て
こ
の
穫
の
財

に
現
れ
た
「
生
産
性
」
と
か
「

E
義
」
と
か
云
ふ
様
た
あ
い
ま
い
左
「
生
の
言
葉
」

(
8
g口
F
O

政
撃
は
恰
も
私
の
前
二
節
に
亙
る
歴
史
的
考
察
の
締
め
く
L
り
に
ふ
さ
は
し
い
問
題
を
提
供
し
て
ゐ
る
。

ザ

ヅ

MaxWeber， Nationalstaat und Volkswirtschaftpolit.ik. (GeS.im.me1te Politischen 
Scluiften) 
C.arl :Brinkmann， Versuch einer Gesellschaftswissenschaft:. S町 r6ff. 
Max Weher， Dic "Objektivitat" der sozIalw臨.u.同 ziaJp. Erkenntnis (Gesam 
melte Aufsatze zllr Wissenschaftlehre) Vg1. Philippovic:h"， V¥resen der 、volks-
wirtschaft1ichen Produktivitat. (S. f. d. V. d. Sp. Bd. I.:p) 

32) 

33) 
34) 



私
は
一
例
と
し
て
プ
ル
ノ

I
・
モ
ル
の
所
謂
「
自
主
的
財
政
事
」
(
〉
E
2
3ョ。

5
5
d
N
4古河口田口
Z
『
[
)
を
考
察
し
ゃ
う
。
「
自
主
的

の
課
題
は
モ
ル
に
よ
れ
ば
「
公
共
的
牧
入
や
支
出
に
闘
す
る
人
間
行
震
に
謝
し
て
政
治
的
、
軍
図
主
義
的
、
倫
理
的
、
北
ベ

司

他
一
切
の
財
政
外
的
動
機
か
ら
濁
立
し
た
規
範
を
奥
へ
る
」
事
で
あ
る
。
こ
の
震
に
は
か
の
多
義
的
で
る
い
ま
い
左
「
図
民
経
済
的

財
政
事
」

有志
円 _ .

z も

aE 
ロ
叩 カ冶

==らE J!~ 
2L 政
岳山を
'-抽

家
し
τご

こ
れ
を
私
経
済
の
家
計
と

に
等
し
い

「，

f
白川
h
d
首九十

一
主
主
白
話
一
一
一
員
L

「
純
論
理
的
'
一
一
三
こ
っ
宮
内
一
】
)

と
し
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
財
政
準
の
問
題
は
賞
に
と
の
公
安
計
を
如
何
に
し
て
秩
序
正
し

〈
経
倍
す
る
が
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
か
う
し
て
畑
山
定
さ
れ
た
「
純
財
政
目
的
一
か
ら
、
財
政
務
は
友
る
ぺ
〈
「
一
面
的
に
」
(
広
口
室
内
Hm)

財
政
々
策
に
針
し
て
客
観
的
な
規
範
を
奥
へ
な
け
れ
ば
な
ら
友
い
。
従
っ
て
財
政
収
入
や
支
出
が
図
民
経
済
に
謝
し
て
「
生
産
的
」
或

ム
1
4

「
7
h
a
ふ
芯
主
主
出
リ
-

↓

♂

f
i，F
ト
!

な
作
用
往
叩
品
川
へ
お
か
」
っ
か
と
一
一
品
ふ
事
ば
財
政
濯
の
問
団
己
ば
芯
V
ω

主
司
『
、
?
」
戸
一
ヘ
ノ

i

L

V

(

f

 

ト
巳
勺
主
世
ム
】

f
H
fー

E
5
二
一
五
、

-

H

F

一ι
4
4

1
J

一戸

E
T〆
l
q引いハ

政
事
の
政
治
化
的
傾
向
を
強
め
た
の
で
あ
る
。
「
生
産
性
の
論
争
一
は
例
へ
ば
重
農
肇
汲
や
ス
ミ
ス
に
於
て
は
あ
る
階
級
を
鰭
護
し
他

の
階
級
を
誹
誘
す
る
た
め
で
あ
り
、
漏
乙
の
財
政
事
者
に
あ
っ
て
は
例
へ
ば
草
図
主
義
を
擁
護
す
る
意
図
か
ら
向
た
も
の
で
、

こ

れ

は
ま
と
と
に
財
政
事
の
進
歩
に
と
っ
て
、

一
岡
の
政
治
的
雰
園
気
に
と
っ
て
愛
ふ
ぺ
き
事
で
あ
っ
た
。
而
も
依
り
に
「
生
産
性
の
論

争
」
が
政
治
的
動
機
に
基
か
な
い
と
し
て
も
、
物
財
を
形
成
す
る
生
産
と
云
ふ
様
た
現
象
は
今
日
の
財
政
と
少
し
も
闘
係
が
友
い
。

「
生
産
性
」
を
一
切
問
題
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
共
は
た
ピ
経
費
の
「
純
財
政
的
則

商
」
邸
ち
経
常
費
、
臨
時
費
、
収
益
的
経
費
(
公
企
業
の
投
資
)
を
論
や
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。
か
や
う
に
モ
ル
は
財
政
皐
と
園
民
経

従
っ
て
「
自
主
的
財
政
事
」
は
例
へ
ば
経
費
の

済
挙
、
更
に
財
政
鳳
?
と
政
治
の
股
密
な
分
業
を
主
張
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
財
政
と
凶
民
経
済
、
財
政
と
政
治
は
全
く
異
る
範
鳴
友
の

で
あ
る
。
併
し
か
〈
一
守
口
ふ
モ
ル
自
ら
「
財
政
事
者
は
自
主
的
財
政
事
の
見
地
か
ら
軍
事
費
の
非
牧
益
性
を
詮
明
し
・
租
税
に
よ
る
填

財
政
愚
と
耀
済
政
策
論
止
の
交
流

二
六
五
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二
六
六

尉
政
事
と
経
済
政
策
論
と
の
交
読

補
を
す
L
め
る
事
に
よ
っ
て
、
平
和
主
義
的
傾
向
を
持
つ
だ
ら
う
。
」
と
言
ふ
。
従
っ
て
モ
ル
は
猫
乙
の
軍
国
主
義
に
反
封
ず
る
平
和

主
義
者
で
あ
る
。
ま
た
軍
事
費
の
「
非
牧
谷
性
」
を
詮
明
す
る
震
に
は
、
ど
う
し
て
も
「
国
民
経
済
撃
者
」
で
左
け
れ
ば
左
ら
ぬ
筈

で
あ
る
。

前
二
節
に
亙
る
歴
史
的
考
察
に
よ
っ
て
明
か
な
様
に
、
財
政
に
闘
す
る
理
論
の
中
に
「
生
産
的
」
と
か
「
不
生
産
的
」
と
か
の
所

担
問
「
生
の
言
葉
」
が
頻
繁
に
用
ひ
ら
れ
た
事
寅
は
、
他
な
ら
ね
財
政
そ
の
も
の
が
「
封
鎖
的
家
計
」
で
は
友
く
、
資
本
家
的
生
産
友

ぴ
と
れ
を
支
持
す
る
生
産
関
係
や
政
治
関
係
の
一
分
伎
で
あ
る
事
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
財
政
改
革
が
資
本
家
的
生
産
の
護

日
間
に
ど
ん
訟
に
藍
大
注
意
義
主
持
っ
た
か
。
4
4
ハ
は
安
本
主
義
上
同
期
の
財
政
改
革
論
を
ニ
甘
す
れ
ば
明
か
ゼ
あ
ら
う
。

こ
の
聯
聞
社

全
〈
無
脱
し
て
一
ー
到
鎖
的
家
計
」
の
如
く
に
財
政
を
観
察
し
ゃ
う
と
一
言
ふ
の
は
あ
ま
り
に
形
式
的
友
考
へ
方
で
は
た
い
か
。
ま
た
し

ぽ
/
¥
言
は
れ
る
様
に
、
近
代
の
租
税
国
家
が
私
経
済
の
生
産
に
依
存
し
て
ゐ
る
レ
ン
ト
ナ
ー
で
あ
る
と
言
ふ
理
由
で
財
政
問
題
と

生
産
問
題
と
を
切
離
し
て
考
へ
ゃ
う
と
す
る
議
論
も
一
雁
意
味
が
あ
る
捺
で
そ
の
貰
形
式
論
に
過
ぎ
な
い
。
我
k

は
と
、
で
も
軍
農

思
十
波
や
古
典
皐
一
次
が
租
税
や
利
子
共
他
の
所
謂
一
一
次
生
的
所
得
」
を
富
の
源
泉
に
ま
で
還
元
し
、

一
見
何
等
の
闘
係
も
た
〈
並
立
し

て
ゐ
る
富
の
現
象
形
態
を
徹
底
的
に
剥
ぎ
と
ら
う
と
し
た
事
責
を
思
ひ
起
す
必
要
が
あ
る
。
財
政
批
判
は
何
か
孤
立
し
た
「
財
政
偵

値
」
と
云
ふ
様
友
も
の
で
は
去
し
に
、
再
び
古
典
恩
一
-
一
派
や
重
農
息
派
の
様
に
一
元
的
友
基
準
に
立
脚
す
る
必
要
が
る
る
の
で
は
左
か

ら
う
か
。

更
に
財
政
従
っ
て
又
財
政
理
論
が
常
に
政
治
的
性
格
を
持
ち
、
資
本
主
義
枇
舎
の
階
松
闘
係
の
愛
動
と
と
も
に
そ
の
性
質
を
療
へ

て
来
た
と
云
ふ
事
寅
も
前
二
節
に
亙
っ
て
繰
り
返
へ
し
て
述
べ
た
所
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
明
か
た
歴
史
的
事
責
を
自
分
の
撃
問
健

38自.
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系
に
都
合
の
よ
い
様
に
形
式
論
的
に
抽
象
す
る
事
は
許
さ
れ
た
い
。
而
も
歴
史
は
車
友
る
過
去
の
事
責
で
は
な
く
、
現
代
の
我
K

も

亦
歴
史
の
一
簡
を
生
活
し
て
ゐ
る
の
で
る
る
。
従
っ
て
我
々
は
こ
の
歴
史
的
責
在
の
外
部
か
ら
何
か
「
純
論
理
的
」
な
財
政
事
の
鰹

系
を
持
っ
て
来
る
事
は
出
来
な
い
。
現
に
プ
ル
ノ

1
・
モ
ル
と
雄
も
こ
の
歴
史
的
事
貨
か
ら
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
「
自
主
的
財
政

.IoR →_. 
L 

の
要
求
は
、

か
の
苧
煉
な
財
政
批
評
家
の
マ
イ
ゼ
ル
が
「
自
由
貿
易
波
の
建
生
れ
の
子
供
」
(
合
同
国
甲
山
奇
想
r
2
2
2
自
主

の
財
政
事
や
共
他
理
論
の
浸
債
備
性
を
主
張
す
る
純
粋
財
政
皐
等
と
共
九
大
戦
前
後
の

同
町
『

2
r
p
D
L
σ

一ω口r
z
r
)

と
評
し
穴

W
・
ロ
リ
ツ

濁
乙
に
於
け
る
ア
カ
デ
ミ
ソ
ク
友
自
由
主
義
的
漂
幽
気
を
形
づ
く
っ
て
ゐ
た
と
云
へ
や
う
。

そ
の
財
政
批
判
は
財
政
の
基
礎
で
あ
る

資
本
主
義
経
科

〔
モ
れ
は
慨
に
自
由
主
語
時
代

ο
吐
三
日
を
比
五
つ
こ
と
る

わ
現
資
的
芯
図
解
か
ら
川
阿
波
す
る
の
で
は
な
し
に
、
明

立
し
た
「
財
政
債
値
」

と
云
ふ
様
た
観
念
的
な
基
準
に
立
脚
し
て
ゐ
る
黙
で
遅
れ
た
自
由
主
義
に
特
有
友
保
守
的
た
性
質
を
示
し
て

ゐ
る
が
、

そ
れ
で
も
プ
回
イ
セ
ン
流
の
軍
園
主
義
に
針
し
て
は
「
財
政
の
自
主
性
」
と
云
ふ
見
地
か
ら
何
程
か
で
も
批
判
的
で
る
ら

う
と
し
た
の
で
あ
る
。

か
う
考
へ
て
見
れ
ば
、
財
政
皐
(
経
済
皐
)

が
「
政
治
性
」
を
持
っ
と
云
ふ
事
は
極
め
て
自
然
の
事
で
あ
っ
て

こ
れ
を
殊
更
「
科
事
性
」

の
冒
靖
国
の
様
に
考
へ
る
必
要
は
あ
る
ま
い
引
我
々
は
例
へ
は
英
図
古
典
皐
派
が
理
論
の
讃
波
性
を
明
瞭
に

し
な
が
ら
而
も
科
事
的
な
経
済
政
策
論
や
財
政
h

策
論
を
確
立
し
得
た
事
貨
に
徴
し
て
、
事
聞
の

「
政
治
性
」
と
「
科
率
性
」
と
は

必
や
し
も
矛
盾
す
る
も
の
で
な
い
と
言
ふ
事
が
出
来
ゃ
う
。
財
政
論
の

「
政
治
性
」
が
「
非
利
関
宇
佐
」

の
代
名
詞
の
様
に
な
っ
た
の

は
、
再
三
述
べ
た
様
に
、
財
政
理
諭
の
基
礎
に
ち
る
市
民
的
経
済
事
そ
の
も
の
が
「
生
産
的
」
政
治
の
統
一
的
な
指
導
原
恐
で
な
く

占
な
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
果
し
亡
さ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
他
の
嬰
科
と
の
議
格
な
分
業
に
よ
っ
て
財
政
事
の
「
認
識
封
象
」
を
局

隈
す
る
事
は
、
財
政
息
の

「
科
事
性
」

の
救
済
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
科
率
性
」

の
破
綻
を
一
時
的
に
糊
塗
す
る
手
段
で
し
か

財
政
畢
と
経
済
政
策
論
と
O

交
涜

ニ
六
七

(-o円
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財
政
壌
と
経
済
政
策
論
と
の
交
流

三
六
八

-
な
い
。
殊
に
さ
う
い
っ
た
「
自
主
的
財
政
事
」
の
提
立
す
る
一
純
府
政
的
見
地
」
は
財
政
の
作
用
が
質
的
に
量
的
に
一
周
の
経
済
生

活
の
運
命
左
左
右
す
る
ほ
ど
の
重
大
な
要
因
と
左
り
つ

L
る
る
今
日
に
於
て
、
到
底
財
政
L
H

策
の
「
科
接
的
」
左
指
針
た
り
得
な
い

で
あ
ら
う
。
今
日
で
は
再
び
財
政
製
品
官
の
関
心
は
財
政
と
国
民
経
済
の
聯
闘
を
具
惜
的
に
と
ら
へ
、
積
極
的
に
は
「
生
産
的
」
な
財

政
K

策
を
指
示
し
、
消
極
的
に
は
「
不
生
産
的
」
た
政
策
宮
批
判
し
得
る
様
な
経
済
壊
の
一
獲
得
に
向
か
は
ね
ば
な
ら
ね
警
で
あ
る
。

わ
っ
て
絞
消
啓
は
間
四
日
時
の
富
山
一
間
同
一
一
誌
の
収
入
佐
増
犬
す
る
方
筑
の
事
問
で
あ
ヴ
ホ
ペ
乙
L
で
は
「
財
政
目
的
」
は
決
し
て
「
岡
田
高

経
済
目
的
」
か
ら
列
立
し
た
も
の
で
は
友
く
、
却
っ
て
こ
れ
に
従
属
し
て
ゐ
た
。
財
政
々
策
の
批
判
は
ず
ぺ
て
貫
賓
の
富
の
増
殖
と

云
ふ
賠
を
基
準
に
し
て
行
は
れ
た
。
而
も
財
政
改
革
論
と
経
済
政
策
論
は
互
に
問
題
を
提
供
し
合
ひ
、
互
に
問
題
の
解
決
に
努
力
し

た
。
岡
氏
的
生
産
力
の
愛
展
の
震
に
は
奮
い
重
商
的
、
軍
事
的
、
封
建
的
行
政
機
構
及
び
財
政
機
構
を
廃
止
し
左
け
れ
ば
な
ら
友
か

っ
た
。
同
時
に
又
困
家
収
入
の
増
加
と
そ
の
物
的
基
礎
の
充
賓
の
震
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
産
業
の
生
産
力
を
ギ
ル
ド
的
、
警
察
的
干
渉

か
ら
解
放
し
な
け
れ
ば
左
ら
な
か
っ
た
。
か
く
て
こ
の
時
代
に
は
一
つ
の
財
政
問
題
の
解
決
は
市
民
的
経
済
事
そ
の
も
の
L

一
歩
前

進
を
意
味
し
て
ゐ
た
』
市
民
的
粧
品
何
事
が
現
賓
の
政
治
の
推
進
力
で
あ
っ
た
時
代
に
財
政
理
論
と
経
済
理
論
の
聞
で
行
は
れ
た
か
う

し
た
務
接
な
交
渉
は
現
代
の
財
政
事
に
再
ぴ
新
た
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
ゐ
る
様
に
忠
は
れ
る
。


